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No. 指摘事項 回答 記載箇所 

1 (2) 振動調整方法 a.試験の種類及びその概要の

マスキング箇所において，今回

とあるが，

が測定項目となっており，

で良いのか確認する。 

 

を使用するため必要

に応じ測定することとしております。 

建設時工認から表現は変わっていますが，測定の項目と方法

に変更はないため，添付資料では記載の適正化をおこなって

います。 

 

Ⅵ－9 蒸気ター

ビンの振動管理に

関する説明書 

P.5 

2  b.振動管理目標値に危険速度域，定格回転速度域，

過速度域とあるが，各速度の説明を補足的に記載す

る。 

また，建設時の記載との変更点を説明資料にまとめ

る。 

各速度の補足を追加致します。建設時は危険速度域と過速度

域の振動

 

 

Ⅵ－9 蒸気ター

ビンの振動管理に

関する説明書 

P.6 

3  7.1 軸受諸元における

 

  

Ⅵ－9 蒸気ター

ビンの振動管理に

関する説明書 

P.14 
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No. 指摘事項 回答 記載箇所 

4 7.2 (1)の危険速度について，建設時との値の違い

は取替後のタービンの固有振動特性によるものであ

るか，要因として支配的なものは何かを確認し，「～

なので，危険速度が変化する。」と理由を記載する。 

危険速度の算出方法を明示して，既設からどのパ

ラメータがどう変化したかを示して危険速度変化の

理由を記載すること。 

危険速度が

変化しています。 

危険速度の算出方法については補足説明資料 13 にて説明し

ます。 

 

Ⅵ－9 蒸気ター

ビンの振動管理に

関する説明書 

P.15 

5  7.7でカバーセグメント・ラグスリーブとあるが，

タービン取替により変わった箇所であるので，図を

使用した補足資料を用意する。 

カバーセグメント・ラグスリーブの構造図について，

既設との違いをより詳細に説明する記載の検討を行

うこと。 

 

補足資料「蒸気タービンの振動管理に関する説明書につい

て」として準備致します 

 

Ⅵ－9 蒸気ター

ビンの振動管理に

関する説明書 

P.17 

追

1 

16 ページの接戦方向一次の固有振動数

理由の説明を添付に記載すること。 

記載の適正化を行いました。 Ⅵ－9 蒸気ター

ビンの振動管理に

関する説明書 

P.16 

6  第４図 タービン停止系統図が建設時と異なるが，

変更となった経緯を明確にする。 

 

Ⅵ－9 蒸気ター

ビンの振動管理に

関する説明書 

P.20 
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No. 指摘事項 回答 記載箇所 

7 

 

 

 

Ⅵ－9 蒸気ター

ビンの振動管理に

関する説明書 

P24,25 

8 評価のまとめにおいて，(1)(2)に習うとした理由

をわかりやすいように記載する。 

記載の見直しを致します。 

「したがって，定格熱出力一定運転の実施においては（１）

～（３）の条件を満たす，電気出力 」と記載の

適正化を行います。 

Ⅵ－10 常用電源

設備の健全性に関

する説明書 

P.3 

9  

 

別紙２ P.2 2.2 評価結果におけるエネルギについ

て， をタービン

改造後の影響を明示した説明の検討を行う。 

 

 

別途補足資料（KK7補足-12）にて説明いたします。 

Ⅵ－10 常用電源

設備の健全性に関

する説明書  

別紙 2 P.2 

10 別紙３ 1.評価方針で電気出力（有効電力）となって

いるが，「有効電力」のみを明示している理由につい

て，建設時の記載を以てではなく，詳細な理由につ

いて確認する。 

当該説明書は，定格熱出力一定運転を行うことによって電気

出力が増加し，「有効電力」が増加することに対しての評価

を実施している説明書であるため明示しています。 

Ⅵ－10 常用電源

設備の健全性に関

する説明書 

別紙 3 P.1 

11 第２図における a 点は何の交点であるか，垂線は定

格電気出力を表しているのか回答する。 

垂線が定格電気出力を示していることを追記するこ

と。 

ａ点は発電機固定子コイル温度上昇限度による運転制限曲

線と発電機定格容量の力率 の の交点を使用前検

査評価点として示したものです。 

垂線は定格電気出力 を明示しています。また，添付

資料にその旨を追記しました。 

Ⅵ－10 常用電源

設備の健全性に関

する説明書 

別紙 3 P.3 
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No. 指摘事項 回答 記載箇所 

12  固有周期の計算方法は，水平方向のみでなく，鉛

直方向についても説明する。 

鉛直方向の計算が不要であることについて，添付資

料の記載の見直しを検討すること。 

 

 

添付資料に，鉛直方向の固有周期について追記しました。 

また，補足資料（KK7 補足-11）に鉛直方向の固有周期の評

価方法と結果をまとめました。 

Ⅵ-4 蒸気タービ

ンの耐震性に関す

る説明書 

P.5 

追

2 

2.適用基準について，記載の検討を行う(適用基準の

中に耐震重要度分類が入っている等)。 

 

章番号の見直しを行いました。 Ⅵ-4 蒸気タービ

ンの耐震性に関す

る説明書 

P.1 

追

3 

水平方向震動に注記で，建設時の図書を引用するこ

と。 

記載の適正化を行いました。 Ⅵ-4 蒸気タービ

ンの耐震性に関す

る説明書 

P.13 
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No. 指摘事項 回答 記載箇所 

13  

 

 

 

 

Ⅵ-5 蒸気タービ

ンの強度に関する

説明書 

14  と区別していないが，その理

由について説明する。 

強度評価結果の表で を区別していな

い理由は， に関しましてはいずれも形状が同じであ

るため区別を必要としないためです。 に

つきましては

として計算結果の表に記載しています。 

Ⅵ-5 蒸気タービ

ンの強度に関する

説明書 

15 

 

 

 

 

  

Ⅵ-6 蒸気タービ

ンの基礎に関する

説明書 

追

4 

層せん断力係数について，建設時の図書を引用する

こと。 

記載の適正化を行いました。 Ⅵ-6 蒸気タービ

ンの基礎に関する

説明書 

P.10 
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No. 指摘事項 回答 記載箇所 

追

5 

解析モデルの荷重の掛け方について，建設時と同じ

と思われるが，詳細を確認すること。 

 

別途補足資料（KK7補足-14）にて説明いたします。 Ⅵ-6 蒸気タービ

ンの基礎に関する

説明書 

P.14 

追

6 

解析モデルの遮蔽板（B クラス）が剛構造であるか

否かを改めて確認する。 

遮蔽板は独立した機器として評価することはなく，あくまで

ペデスタルの一部であり，剛かどうかの判断をする必要はあ

りません。Ｔ/Ｇ架台応力の算定方針に，「床スラブ及び遮蔽

板は，板要素としてモデル化する」と記載があるのは，解析

モデルの中で，柱および梁の変形量及び応力を適切に評価す

るために，床スラブ及び遮蔽板の面内剛性を考慮するためで

す。 

 

Ⅵ-6 蒸気タービ

ンの基礎に関する

説明書 

P.14 

16  せん断力αについて，（）内が意味するものを確認

する。 

αの算出方法は以下の通りになります。 

  

（鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説） 

 

Ⅵ-6 蒸気タービ

ンの基礎に関する

説明書 

P.18 
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No. 指摘事項 回答 記載箇所 

17  ドレン量を記載していた理由及び今回それを削除

する理由を説明すること。 

また，第 1 抽気～第 4 抽気において，ドレン量が含

まれていなかった理由について説明すること。 

第 5,6抽気については，変更前後のいずれもドレン量を含

んでおりますので，記載を適正化します。 

なお，第 1,2抽気は高圧タービンで仕事をしますが，湿り

度は低く，ヒートバランス上，抽気ドレンは見込んでいませ

ん。 

第 3,4抽気は湿分分離加熱器の 2次側であり，湿っていま

せん。下流段落の第 5,6抽気は，駆動蒸気が低圧タービンで

仕事をして湿り，湿り度が高く，ヒートバランス上，抽気ド

レンを見込んでいます。 

Ⅱ 工事計画 

P.2   

18  第 3 抽気の抽気圧力について，タービン取替後の

数字に変更がない理由を明確にする。 

 

第 3 抽気は の境の位置にあ

り，取替の影響は小さい箇所となっています。そのため記載

の数値に変更はありません。

 

Ⅱ 工事計画 

P.2 

19  a.円板において，他の表と異なり注記＊の記載が

ない理由を確認する。 

実用炉規則 別表第一の下欄より，事前届出を要するもの

として「車室，円板又は車軸の強度の変更を伴うもの」とあ

り，今回の届出では円板及び車軸が該当します。 

そのため，隔板，噴口，翼については関連改造部位と注記

を記載しております。 

Ⅱ 工事計画 

P.4 
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No. 指摘事項 回答 記載箇所 

20  3.1における「～ミサイルが貫通することはない」

記載の根拠を，エビデンスを用いて次回説明。 

コンクリートの貫通評価式である修正 NDRC 式を用いて貫

通しないことを確認しております。 

資料「タービンミサイルの評価内容について」に示します。 

Ⅵ-3 発電用原子

炉施設の蒸気ター

ビン，ポンプ等の

損壊に伴う飛散物

による損傷防護に

関する説明書 

P.2 

21  3.4における「～使用済燃料プールに到達しない」

記載の根拠を，エビデンスを用いて次回説明。 

5～7号機低圧タービン最終段翼及び 5～7号機低圧タービ

ン C～発電機間のカップリングは，ミサイル到達確率を評価

しすべてのケースで到達確率は 0 であることを確認してお

ります。 

資料「タービンミサイルの評価内容について」に示します。 

 

Ⅵ-3 発電用原子

炉施設の蒸気ター

ビン，ポンプ等の

損壊に伴う飛散物

による損傷防護に

関する説明書 

P.3 

22 3.4 における「～車室内にとどまりミサイルとなら

ない」記載の根拠を，エビデンスを用いて次回説明。 

 

高圧ロータ及び発電機ロータの評価が不要であるこ

との説明を，評価方法の要素に変更がないことを明

らかにして説明する。 

 

高圧ロータ及び発電機ロータについては今回取替対象で

はないため，形状や質量に変更はありません。また，定格回

転速度にも変更がなく，評価に用いる定格の の回転速

度も同様となります。そのため，建設時の高圧ロータ及び発

電機ロータからの飛散物が車室内にとどまりミサイルとな

らないという評価に変更はなく，再度評価をし直す必要はあ

りません。 

Ⅵ-3 発電用原子

炉施設の蒸気ター

ビン，ポンプ等の

損壊に伴う飛散物

による損傷防護に

関する説明書 

P.3 
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No. 指摘事項 回答 記載箇所 

23  3.1.1～3.1.3の記述と P.6第 2図及び P.7第 1表

の関係を整理し，説明すること。 

別途補足資料（KK7補足-09）にて説明いたします。 Ⅵ-11-1 設計及

び工事に係る品質

マネジメントシス

テムに関する説明

書 

P.4 
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柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

設計及び工事計画届出書本文及び添付書類 

目 録 

 

Ⅰ 名称及び住所並びに代表者の氏名  

Ⅱ 工事計画 

Ⅲ 工事工程表 

Ⅳ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

Ⅴ 変更の理由 
Ⅵ 添付書類 

  Ⅵ-1 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 

   Ⅵ-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書 

   Ⅵ-1-2 発電用原子炉の設置の許可（本文（十一号））との整合性に関する説明書 

  Ⅵ-2 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

  Ⅵ-3 発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関す

る説明書 

  Ⅵ-4 蒸気タービンの耐震性に関する説明書 

  Ⅵ-5 蒸気タービンの強度に関する説明書 

  Ⅵ-6 蒸気タービンの基礎に関する説明書 

  Ⅵ-7 流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書 

  Ⅵ-8 蒸気タービンの制御方法に関する説明書 

  Ⅵ-9 蒸気タービンの振動管理に関する説明書 

  Ⅵ-10 常用電源設備の健全性に関する説明書 

Ⅵ-11 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

   Ⅵ-11-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

   Ⅵ-11-2 本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 

Ⅵ-12 図面 

   第 1図 発電用原子炉施設の熱精算図 

   第 2図 蒸気タービンの構造図 

   第 3図 蒸気タービンの構造図（低圧Ａ円板・車軸構造図） 

   第 4図 蒸気タービンの構造図（低圧Ｂ円板・車軸構造図） 

   第 5図 蒸気タービンの構造図（低圧Ｃ円板・車軸構造図） 

   第 6図 蒸気タービンの構造図（低圧隔板・噴口構造図） 

   第 7図 蒸気タービンの構造図（低圧翼構造図） 
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Ⅱ 工事計画 

 一 発電用原子炉施設 

1． 発電用原子炉を設置する事業所の名称及び所在地 

  名   称  柏崎刈羽原子力発電所 

  所 在 地  新潟県柏崎市及び刈羽郡刈羽村 

 

2． 発電用原子炉施設の出力及び周波数 

    出   力  8,212,000kW 

     １号機   1,100,000kW 

     ２号機   1,100,000kW 

     ３号機   1,100,000kW 

     ４号機   1,100,000kW 

     ５号機   1,100,000kW 

     ６号機   1,356,000kW 

     ７号機   1,356,000kW（今回申請分） 

    周 波 数  50Hz 
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3. 原子炉冷却系統施設 

  蒸気タービンに係るものにあっては，次の事項 

   1 蒸気タービン本体に係る次の事項 

   (1) 種類，定格出力，気筒数，主蒸気止め弁の入口の圧力及び温度，組合せ中間弁入口の圧

力及び温度，抽気圧力，抽気量，排気圧力，回転速度並びに被動機一体の危険速度 

 単位 変 更 前 変 更 後 

種 類 － 
くし形 6流排気再熱再生
復水式 

同  左 

定 格 出 力 kW 1,356,000 同  左 

気 筒 数 － 4 気筒 同  左 

圧
力 

主 蒸 気 止 め 弁 入 口 － 68.2kg/cm2 ＊1 6.68MPa＊3 

組 合 せ 中 間 弁 入 口 －   

温
度 

主 蒸 気 止 め 弁 入 口 ℃ 284 同  左 

組 合 せ 中 間 弁 入 口 ℃     

抽
気
圧
力
（
定
格
出
力
時
） 

第 1 抽気  －     

第 2 抽気  －     

第 3 抽気  －   
  

  

第 4 抽気  －   
  

  

第 5 抽気  －   
  

  

第 6 抽気  －   
  

  

抽
気
量
（
定
格
出
力
時
） 

第 1 抽気  kg/h     

第 2 抽気  kg/h     

第 3 抽気  kg/h   

第 4 抽気  kg/h   

第 5 抽気  kg/h   

第 6 抽気  kg/h   

注記＊1 ：68.1668kg/cm2を四捨五入した数値 

＊2 ：ドレン量を含む記載となっている。 

＊3 ：ＳＩ単位に換算したものである。 
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 単 位 変 更 前 変 更 後 

排 気 圧 力 － 真空度 702mmHg    -93.6 kPa＊ 

回 転 速 度 rpm 1,500 同  左 

被
動
機
一
体
の
危
険
速
度 

1 次 rpm      

2 次 rpm        

3 次 rpm        

4 次 rpm        

5 次 rpm     

6 次 rpm     

注記＊：ＳＩ単位に換算したものである。 
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   (2) 車室，円板，隔板，噴口，翼，車軸の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力，最高

使用温度，外径，厚さ及び材料 

 

  a. 円板 

 
段 

落 

変 更 前 変 更 後 

外 径 

（mm） 
材  料 

外 径 

（mm） 
材   料 

低 

圧 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

タ 

ー 

ビ 

ン 

側 

／ 

発 

電 

機 

側 

10  

 

 

 

 

 

 

 

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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  b. 隔板＊ 

 
段 

落 

変 更 前 変 更 後 

外 径 

（mm） 
材    料 

外 径 

(mm) 
材    料 

低 

圧 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

タ 

ー 

ビ 

ン 

側 

／ 

発 

電 

機 

側 

10  

 

 
 

 

11   

 

 

12   

13   

14   

15   
 

 
16   

注記＊：工事計画届出に伴う関連改造部位。 
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  c. 噴口＊ 

 
段 

落 

変 更 前 変 更 後 

平均直径 

（mm） 
材    料 

平均直径 

(mm) 
材    料 

低

圧

Ａ 

タ

ー

ビ

ン

側 

10  

  

 
 

 
11   

12   

 

 

13   

14   

15  

  

 

16   

発

電

機

側 

10  

  

  

 
11   

12   

 

 

13   

14   

15  

  

 

16   

注記＊：工事計画届出に伴う関連改造部位。 
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段 

落 

変 更 前 変 更 後 

平均直径 

（mm） 
材    料 

平均直径 

 (mm) 
材    料 

低

圧

Ｂ 

タ

ー

ビ

ン

側 

10  

  

 
 

 
11   

12   

 

 

13   

14   

15  

  

 

16   

発

電

機

側 

10  

  

  

 
11   

12   

 

 

13   

14   

15  

  

 

16   
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段 

落 

変 更 前 変 更 後 

平均直径 

（mm） 
材    料 

平均直径 

(mm) 
材    料 

低

圧

Ｃ 

タ

ー

ビ

ン

側 

10  

  

 
 

 
11   

12   

 

 

13   

14   

15  

  

 

16   

発

電

機

側 

10  

  

  

 
11   

12   

 

 

13   

14   

15  

  

 

16   
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  d. 翼＊ 

 
段

落 

変     更     前 変     更     後 

有効長さ 
(出口側) 
（mm） 

巾及び厚さ（mm） 
材料 

有効長さ 
(出口側) 
（mm） 

巾及び厚さ（mm） 
材料 

φＡ ａ ａt φＢ ｂ ｂt φＡ ａ ａｔ φＢ ｂ ｂｔ 

低 
 

圧 
 

Ａ 
 

Ｂ 
 

Ｃ 

タ 

ー 

ビ 

ン 

側
／
発 

電 

機 

側 

10    
    

  

       

 

 
11           

12     
 

         

13              

 

14        

  

       

15               

16               

注記＊：工事計画届出に伴う関連改造部位。 
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  e. 車軸 

 

 名  称 変  更  前 変  更  後 

低

圧

Ａ 

全   長（mm）    

直  径 
最 大（mm）      

最 小（mm）       

軸受部直径（mm） 
      

     

軸受中心間距離（mm）    

材  料 
 

 
 

 

低

圧

Ｂ 

全   長（mm）    

直  径 
最 大（mm）       

最 小（mm）        

軸受部直径（mm） 
      

     

軸受中心間距離（mm）    

材  料 
 

 
 

 

低

圧

Ｃ 

全   長（mm）    

直  径 
最 大（mm）       

最 小（mm）        

軸受部直径（mm） 
     

     

軸受中心間距離（mm）    

材  料 
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蒸気タービン本体材料の機械的性質及び化学成分（規格品を除く） 

部 

品 

名 

称 

材 料 名 材料記号 

機 械 的 性 質 化      学      成      分      % 

備    考 引張 

強さ 

MPa 

降状点 

(耐力) 

MPa 

伸 び 

% 
C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu Al Sn V その他 

低
圧 

円
板
・
低
圧 

車
軸 

 

 

 

 

   

     
 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

胴部半径方向 

   胴中心部長手方向 

   胴中心部半径方向 

   端部外周部接線方向 

隔＊ 

板 

 

 
    

 

 
     

 

 
      

 

 

 

 
    

 

 
     

 

 
      

 

 

噴＊ 

口 

 
    

 

 
     

 

 
     

 
 
 

－ 

 

 
          

 

 
      － 

翼＊ 

 
 

   
 

 
     

 

 
     

 

 

 

－ 

 

 
 － 

注記＊：工事計画届出に伴う関連改造部位。 
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Ⅵ-2 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される 

条件の下における健全性に関する説明書 
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1. 概要 

  本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規

則」という。）第14条第2項，第15条第2項及び第4項及びそれらの「実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に基づき，届出範囲の機器にお

ける設備が使用される条件の下における健全性について説明するものである。 

  今回は，健全性として，機器に要求される機能を有効に発揮するための，系統設計及び構造設

計に係る事項を考慮して，「機器相互の悪影響」（以下「悪影響の防止」という。），「設備に想定さ

れる事故等の環境条件（使用条件を含む。）等における機器の健全性」（以下「環境条件等」とい

う。）及び「要求される機能を達成するために必要な試験・検査性，保守点検性等」（以下「試験・

検査性」という。）を説明する。 

 

  健全性を要求する対象設備について，技術基準規則及びその解釈を踏まえ以下のとおりとする。 

  「悪影響の防止」については，技術基準規則第15条第4項及びその解釈にて設計基準対象施設に

属する設備に対して要求されていることから，安全設備を含めた設計基準対象施設を対象とする。 

  「環境条件等」については，設計が技術基準規則第14条第2項及びその解釈にて安全機能を有す

る構築物，系統及び機器（以下「安全施設」という。）に対して要求されているため，安全設備を

含めた安全施設を対象とする。 

  「試験・検査性」については，技術基準規則第15条第2項及びその解釈にて設計基準対象施設に

対して要求されており，安全設備を含めた設計基準対処施設を対象とする。 
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2. 基本方針 

  安全設備及び重大事故等対処設備の設計については，令和 2 年 10 月 14 日付け原規規発第

2010147 号にて認可された柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機の設計及び工事の計画の添付書類

「Ⅴ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説

明書」による。以下には，本届出にて変更する蒸気タービンに係る機器による影響を踏まえ，関

連する設備の設計について記載する。 

 

 2.1 悪影響の防止 

   ・設計基準対象施設に属する設備は，蒸気タービン，発電機及び内部発生エネルギの高い流

体を内蔵する弁の破損及び配管の破断，高速回転機器の破損に伴う飛散物により安全性を

損なわない設計とする。 

   本届出にて変更する蒸気タービンに係る機器の内部飛散物による影響の考慮については，「Ⅵ

-3 発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関する

説明書」に示す。 

 

 2.2 環境条件等 

   ・安全施設は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故等における環境条

件を考慮した設計とする。 

   ・安全施設は，地震，火災，溢水及びその他の自然現象並びに人為事象による他設備からの

悪影響により，発電用原子炉施設としての安全機能が損なわれないよう措置を講じた設計

とする。 

 

 2.3 試験・検査性 

   ・設計基準対象施設のうち構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則

として分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な構造とし，機能・性能確認，各部の経年

劣化対策及び日常点検を考慮することにより，分解・開放が不要なものについては外観の

確認が可能な設計とする。 
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3. 蒸気タービンに対する設計上の考慮について 

  蒸気タービンの設計については，上述の「2.1 悪影響の防止」，「2.2 環境条件等」及び「2.3 

試験・検査性」を踏まえて，本届出にて変更する蒸気タービンに係る機器が与える影響について

確認した結果，適合性が確認された蒸気タービンのこれまでの設計を変更するものではない。 
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Ⅵ-4 蒸気タービンの耐震性に関する説明書 
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1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規

則」という。）第 5条及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解

釈」（以下「解釈」という。）に基づき，蒸気タービン設備が設計用地震力によってその安全性が

損なわれるおそれがないことを説明するものである。 

 

2. 適用基準 

本評価において適用する規格，基準等を以下に示す。 

・社団法人 日本電気協会 電気技術指針「原子力発電所耐震設計技術指針」（ＪＥＡＧ４６

０１・補- 1984，ＪＥＡＧ４６０１- 1987） 

・社団法人 日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１

-2005/2007） 

 

3. 耐震重要度分類 

 

設 備 名 称 機 器 名 称 重 要 度 分 類 

3. 原子炉冷却系統施設 

 蒸気タービンに係るものにあ

っては次の事項 

  1 蒸気タービン本体 

 

蒸気タービン Ｂ 
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4. 構造計画 

原則として，耐震上適切な剛性を有する構造とする。蒸気タービン支持構造物の配置説明図を以下に示す。 

 

主 要 区 分 
計 画 の 概 要 

概 略 構 造 図 摘 要 
支 持 構 造 主 体 構 造 

蒸気タービン 蒸気タービン

の基礎上に設

置する。低圧

外部車室はソ

ールプレート

を介して基礎

ボルトにて固

定される。低

圧内部車室は

低圧外部車室

支持部に固定

される。 

くし形 6 流排

気再熱再生復

水式高圧ター

ビン 1台，低圧

タービン 3台，

合計 4 台より

成る。車室はそ

れぞれ上・下半

車室より成り，

ボルトで取付

けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床 

基礎ボルト 基礎 

軸直角方向 

ソールプレート 

 

床 基礎 

軸方向 

低圧タービンＣ 軸中心 

基礎ボルト 

低圧タービンＢ 低圧タービンＡ 
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5. 耐震計算に使用する記号の説明 

記 号＊1 記 号 の 説 明 単 位 

Ａbi 

Ａsi 

ＣH 

ＣT 

ｄi 

Ｅ 

Ｆi 

Ｆbi 

fsi 

fti 

ftsi 

Ｇ 

g 

ＨT 

ｈi 

Ｉi 

Ｋi 

ℓ1i 

ℓ 2i 

ＭTi 

ｍi 

Ｎ 

ｎi 

ｎfi 

Ｐi 

Ｑbi 

Ｓui 

 

Ｓyi 

 

Ｔi 

π 

基礎ボルトの軸断面積 

低圧タービンの有効せん断断面積  

水平方向設計震度 

タービン振動による震度 

基礎ボルトの呼び径 

縦弾性係数  

ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007の  

基礎ボルトに作用する引張力（1本当たり） 

せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力 

引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力 

引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容限界 

せん断弾性係数  

重力加速度 （＝9.80665） 

タービンの基礎ボルト部における最大両振幅 

床から重心までの距離 

低圧タービンの断面二次モーメント  

低圧タービンのばね定数  

重心と基礎ボルト間の水平方向距離 ＊2 
重心と基礎ボルト間の水平方向距離 ＊2 

タービン回転により作用するモーメント 

運転時質量 

回転速度（タービンの定格回転速度） 

基礎ボルトの本数 

評価上引張力を受けるとして期待する基礎ボルトの本数 

タービン伝達動力 

基礎ボルトに作用するせん断力 

ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007  

 

ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007  

 

低圧タービンの固有周期 

円周率 

㎜2 

㎜2 

－ 

－ 

㎜ 

MPa 

MPa 

N 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

m/s2 

㎜ 

㎜ 

㎜4 

N/m 

㎜ 

㎜ 

N･㎜ 

㎏ 

rpm 

－ 

－ 

kW 

N 

MPa 

 

MPa 

 

s 

－ 
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記 号＊1 記 号 の 説 明 単 位 

σbi 

τbi 

基礎ボルトに作用する引張応力 

基礎ボルトに作用するせん断応力 

MPa 

MPa 

注記＊1 ：Ａbi，Ａsi，ｄi，Ｆi，Ｆbi，fsi，fti，ftsi，ｈi，Ｉi，Ｋi，ℓ1i，ℓ2i，ＭTi，ｍi，ｎi，

ｎfi，Ｐi，Ｑbi，Ｓui，Ｓyi，Ｔi，σbi及びτbiの添字 iの意味は以下のとおりとする。 

      ｉ＝1：低圧タービンＡ 

      ｉ＝2：低圧タービンＢ 

      ｉ＝3：低圧タービンＣ 

＊2 ：ℓ1i ≦ ℓ2i 
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6. 固有周期の計算方法 

水平方向の固有周期は一般に以下の式にて計算される。 

低圧タービン 

i

i
i K

m
　π＝2T •• （i=1,2,3） ..........................................  (5.1) 

 

タービンは構造的に 1個の大きなブロック状をしており，重心の位置がブロック状のほぼ中心

にあり，かつ下面が基礎ボルトにて固定されている。変形によるばね定数Ｋは以下の式で求める。 

低圧タービン 

GA

h

IE3

h

1000
K

Si

i

i

3
i

i

•
+

••

＝  (i=1,2,3) ....................................  (5.2) 
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7. 固有周期の評価及び結果 

7.1 固有周期の評価 

剛構造であることを以下に示す評価式で確認する。 

 

Ｔi≦0.05＊ ......................................................  (6.1) 

 

注記＊：ＪＥＡＧ４６０１- 1987 6.4.3 動的地震力の概要 

 

 

7.2 結果 

タービン固有周期の計算結果 

名称 固有周期(s) 

低圧タービンＡ （Ｔ1）  

低圧タービンＢ （Ｔ2）  

低圧タービンＣ （Ｔ3）  

 

固有周期が 0.05 秒以下のため，全てのタービンについて剛構造と判断される。 

なお，鉛直方向の固有周期についても確認し同様に剛構造であると判断される。 
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8. 設計用地震力 

 

耐 震 適用する地震動等 
設計用地震力 

クラス 水 平 鉛 直 

Ｂ 
静的震度＊1 

(1.8・CI＊2) 
－ 静的震度 

注記＊1 ：静的震度は，令和 2年 10月 14日付け原規規発第 2010147号にて認可された柏崎刈羽原

子力発電所第 7号機の設計及び工事の計画の「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」の設計

震度を適用する。 

＊2 ：CIは標準せん断力係数を 0.2とし，建物・構築物の振動特性および地盤の種類等を考

慮して求められる値で次式に基づく。 

CI＝RT・AI・C0 

RT：振動特性係数 0.8 

AI：CIの高さ方向の分布係数 

C0：標準せん断力係数 0.2 

ここに，CIは，建設時の層せん断係数とする。 
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9. 荷重の組合せ及び許容限界 

蒸気タービン設備の耐震設計において，地震力によって，支持構造物の引張応力及びせん断応

力が許容限界を超えないことを確認する。荷重の組合せ及び許容限界は以下のとおりとする。 

 

記号の説明 

[荷重] 

Ｄ ：死荷重 

Ｐｄ ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

Ｍｄ ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

[地震] 

ＳＢ ：耐震Ｂクラスの設備に適用される地震動により求まる地震力又は静的地震力 

[許容応力] 

ｆt ：引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力 

ｆs ：せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力 

ｆts ：引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容限界 

[応力] 

σb ：基礎ボルトに作用する引張応力 

τb ：基礎ボルトに作用するせん断応力 

[許容応力状態] 

ＢＡＳ ：Ｂクラス設備の地震時の許容応力状態 
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耐 震 

クラス 
荷 重 の 組 合 せ  

許容応力 

状  態 

許 容 限 界 （ ボ ル ト 等 ） 

適 用 範 囲 一 次 応 力 

引張り せん断 組 合 せ（＝ｆts） 

 

Ｂ 

 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＢ 

 

ＢＡＳ 

 

1.5･ｆt＊ 

 

1.5･ｆs＊ 

 

Min{1.5･ｆt，1.5･1.4･ｆt-1.6･τb}＊ 

蒸気タービン 

基礎ボルト 

 

  注記＊:ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007  
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10. 基礎ボルトの応力計算方法 

基礎ボルトの応力は機器の自重，地震による震度，タービン振動による震度及びタービン回転

により作用するモーメントによって生じる引張力とせん断力について計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1図 計算モデル（軸直角方向転倒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2図 計算モデル（軸方向転倒） 

 

 
 

 
 

転倒方向 

 
ℓ 2i 

(1-CT)･mi･g hi
 

(CH+CT)･mi･g 

ℓ 1i 

(ℓ 1i≦ℓ 2i) 

転倒支点 

 
 

 
 

hi
 

転倒方向 

 i 

ℓ  2i ℓ  1i 

 T MTi 

(CH+CT)･mi･g 

(1-CT)･mi･g 

(ℓ1i≦ℓ 2i) 
転倒支点 



 

 11 

K7
 ①

 Ⅵ
-4
 R
0 

10.1 引張応力 

基礎ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として，第 1図及び第 2図で最外列の基礎ボル

トを支点とする転倒を考え，これを片側の最外列の基礎ボルトで受けるものとして計算する。 

 

タービン振動による震度 

1000

11

60

Nπ2

2

H
C ･･

2
･･

･
T

T

g








=  ......................................  (9.1) 

 

タービン回転により作用するモーメント（第 1図 軸直角方向転倒のみ作用） 

Pi10
Nπ2

60
M ･･

･･
Ti

6








=  ..........................................  (9.2) 

 

第 1図の引張力（軸直角方向転倒） 

 

 ......................  (9.3) 

 

 

第 2図の引張力（軸方向転倒） 

 

 .........................  (9.4) 

 

 

引張応力 

bi

bi
bi＝

A

F
σ  ...................................................  (9.5) 

 

ここで，基礎ボルトの軸断面積は 

2
ibi d

4

π
A =  ................................................  (9.6) 

 

ただしＦbiが負のとき，基礎ボルトには引張力が生じないため引張応力の評価は不要とする。 

  

Fbi=
 CH+CT ･mi･g･hi+MTi- 1-CT ･mi･g･ℓ1i

nfi･(ℓ1i+ℓ2i)
 

Fbi=
 CH+CT ･mi･g･hi- 1-CT ･mi･g･ℓ1i

nfi･(ℓ1i+ℓ2i)
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10.2 せん断応力 

基礎ボルトに対するせん断力は基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

 

せん断力 

g+ iTHbi＝ m)C(CQ  ............................................  (9.7) 

 

せん断応力 

bii

bi
＝ bi

An

Q
τ


 ..................................................  (9.8) 

 

11. 基礎ボルトの応力の評価 

応力については，以下に示す評価式を満足することを確認する。 

 

ftsi＊≧σbi ....................................................  (10.1) 

 

1.5･fsi≧τbi...................................................  (10.2) 

 

注記＊：ftsi＝Min{1.5･ｆti，1.5･1.4･ｆti-1.6･τbi} 
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12. 設計条件 

機 器 名 称 
耐震設計上の

重 要 度 分 類 

据付場所及び床面高さ 

（m） 

固有周期 

（ｓ） 
水平方向設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

タービンの 

定格回転速度 

（rpm） 

タービンの基礎 

ボルト部における

最大両振幅 

（㎜） 

タービン振動 

による震度 

周囲環境 

温  度 

（℃） 

蒸気タービン Ｂ 
タービン建屋 

T.M.S.L. 20.4 ＊1 
Ｔ1,2,3＝  ＊2 ＣH＝0.43 ＊3 ― Ｎ＝1500 ＨT＝   ＣT＝   

注記＊1 ：基準床レベルを示す。 

＊2 ：固有周期が 0.05秒以下のため剛構造と判断される。（ＪＥＡＧ４６０１- 1987 6.4.3 動的地震力の概要より） 

＊3 ：平成 4年 5月 22日付け 4資庁第 3236号にて認可された柏崎刈羽原子力発電所第７号機の工事の計画の「Ⅳ-3-13 蒸気タービン

の耐震性についての計算書」の水平方向設計震度を適用する。 

  

 

 

13. 機器要目 

部 材 
ｍi 

（㎏） 

ｈi 

（㎜） 

ℓ1i 

（㎜） 

ℓ2i 

（㎜） 

ｄi 

（mm） 

Ａbi 

（㎜ 2） 

ｎi 

 

ｎfi 

 

Ｓyi 

（MPa） 

Ｓui 

（MPa） 

Ｆi
＊1 

（MPa） 

f t i
＊2 

（MPa） 

f s i
＊3 

（MPa） 
転倒方向 

Ｐi 

（kW） 

ＭTi 

（N･mm） 

低圧タービンＡ 
基礎ボルト（ｉ＝1）         

 
 

 
 

      

低圧タービンＢ 
基礎ボルト（ｉ＝2） 

        
 

 
 

 
      

低圧タービンＣ 
基礎ボルト（ｉ＝3）         

 
 

 
 

      

注記＊1 ：Ｆi 値は，    

 ＊2 ：fti ＝  Ｆi /2 

＊3 ：fsi ＝  Ｆi /1.5√3 
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14. 計算数値 

基礎ボルトに作用する力                   （単位：N） 

部 材 Ｆbi Ｑbi 

低圧タービンＡ基礎ボルト 
（ｉ＝1） 

  

低圧タービンＢ基礎ボルト 
（ｉ＝2） 

  

低圧タービンＣ基礎ボルト 
（ｉ＝3） 

  

                   

 

15. 結論 

基礎ボルトに作用する応力の評価                 （単位：MPa） 

部 材 材料 応力 算出応力 許容限界 

低圧タービンＡ基礎ボルト 

（ｉ＝1） 
 

引張り σb1＝   

せん断 τb1＝   

低圧タービンＢ基礎ボルト 

（ｉ＝2） 
 

引張り σb2＝   

せん断 τb2＝   

低圧タービンＣ基礎ボルト 

（ｉ＝3） 
 

引張り σb3＝   

せん断 τb3＝   

  

＊2 ：ftsi＝ 1.5･1.4･fti－ 1.6･τbi  

すべて許容限界以下である。 

 

Ｋ７ Ⅳ-3 Ｒ０Ｅ 
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Ⅵ-6 蒸気タービンの基礎に関する説明書 
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1. 概要 

本資料は「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」(以下「技

術基準規則」という。) 第 5 条及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則の解釈」に基づいて，蒸気タービンの基礎が，基準地震動による地震力

に対してその安全性が損なわれるおそれがないことを示すものである。 

蒸気タービンの基礎とは，タービン建屋のほぼ中央に位置するタービン発電機を支え

る剛性の極めて大きなはり，柱及び壁によって構成される鉄筋コンクリート造の壁付ラ

ーメン架構（以下，Ｔ／Ｇ架台という）及びそれを支持する基礎スラブをいう。 

蒸気タービン取替に伴う機器重量増加後の蒸気タービンの基礎の検討として，Ｔ／Ｇ

架台及び基礎スラブの構造健全性について検討し評価を行っている。 

検討方法及び評価は，建設時第 1 回工事計画認可申請書（3 資庁第 6675 号平成 3 年 8

月 23 日認可）添付書類「Ⅳ-1-6 蒸気タービンの基礎に関する説明書」の設計荷重条

件と今回変更となる機器重量条件を考慮し，柱，はりが現状の鉄筋量で問題のないこと

を確認している。 

基礎スラブについては作用する荷重の建設時との比較によって現状の配筋で問題のな

い事を確認した。接地圧は許容地耐力以下であることを確認している。 

また，地震荷重については，令和 2 年 10 月 14 日付け原規規発第 2010147 号にて認可

された柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機の設計及び工事の計画の「Ⅴ-2-9 機能維持の基

本方針」に準拠し，建築基準法に示される震度をもとにした水平震度に基づき震度法に

より算出している。 

なお，算定は「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説  ―許容応力度設計法―

（1999）」（日本建築学会）及び「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説

（2005）」（日本建築学会）による。 

 

蒸気タービンの基礎の概要を表 1-1 に，蒸気タービンの基礎の状況を明示した図を第

1-1～1-5 図に示す。 
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表 1-1 蒸気タービンの基礎の概要 

 概      要 

Ｔ／Ｇ架台・

基礎スラブの

構造及び主要

寸法 

・構造 

架台 ················· 鉄筋コンクリート構造 

基礎スラブ ··········· 鉄筋コンクリート構造 

・架台寸法 

高さ ··························  

長さ ·······················  

幅 ·························  

・基礎スラブ 

厚さ ···························  

重 量 
・Ｔ／Ｇ架台重量 ···················  

・Ｔ／Ｇ架台上機器重量 ··············  
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第 1-1 図 平面図 （T.M.S.L 20,400）（単位：mm） 
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第 1-2 図 平面図 （T.M.S.L 12,300）（単位：mm） 
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第 1-3 図 平面図 （T.M.S.L -5,100）（単位：mm） 
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第 1-4 図 断面図 （X2 通り）（単位：mm） 
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第 1-5 図 断面図（単位：mm） 



 

8 

K7
 ①

 Ⅵ
-6
 R
0 

2. 使用材料及び許容応力度 

Ｔ／Ｇ架台に使用したコンクリートの設計基準強度は 32.3MPa，基礎スラブに使用し

たコンクリートの設計基準強度は 29.4MPa，鉄筋は，いずれもＪＩＳ Ｇ３１１２に規

定される異形棒鋼で，Ｔ／Ｇ架台及び基礎スラブの主筋に使用したのはＳＤ345 である。 

コンクリート，鉄筋の許容応力度を表 2-1 及び表 2-2 に示す。 

 

表 2-1 コンクリートの許容応力度      （単位：MPa） 

 
長期 短期 

圧縮 引張り せん断 圧縮 引張り せん断 

Ｔ／Ｇ架台 

普通コンクリート 
10.7 － 0.81 21.4 － 1.21 

基礎スラブ 

普通コンクリート 
9.80 － 0.78 19.6 － 1.17 

 

 

表 2-2 鉄筋の許容応力度        （単位：MPa） 

 
長期 短期 

引張り及び圧縮 せん断補強 引張り及び圧縮 せん断補強 

ＳＤ345 
215 

195* 
195 345 345 

注記＊：Ｄ29 以上 

 

なお，地盤の長期許容地耐力は 220t/m2，短期許容地耐力は 420t/m2 であり，これを

それぞれ SI 単位換算し，長期 2,157kN/m2，短期 4,118kN/m2 とする。 
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3. 柱・はり部の構造評価 

以下の荷重条件で，構造健全性が確保されていることを以下のとおり確認している。 

 

3.1 荷重の種類及びその組合せ 

3.1.1 荷重の種類 

設計として考慮する荷重の種類及びその概要を表 3.1-1 に示す。 

 

表 3.1-1 荷重の種類 

自重 

（Ｄ） 

Ｄｐ  ：Ｔ／Ｇ架台自重 

ＷＭ  ：機器自重 

Ｄｌ  ：遮蔽板自重 

Ｐ ：配管荷重 

定格回転時荷重 

（Ｏ） 

Ｖ ：復水器真空荷重 

Ｔｔ  ：タービントルク荷重 

Ｔｇ  ：発電機トルク荷重 

Ｍｅ ：熱膨張反力 

非常回転時荷重 

（Ｅ） 

ＧＳＣ  ：発電機短絡荷重 

Ｒ ：ロータ偏心荷重 

Ｌ ：最終段羽根飛散時荷重 

ＢＴ  ：弁トリップ荷重 

地震荷重 

（Ｓ） 
ＳＨ ：Ｂクラス用地震荷重 
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3.1.2 地震荷重の算定 

地震荷重については，令和 2 年 10 月 14 日付け原規規発第 2010147 号にて認可

された柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機の設計及び工事の計画の「Ⅴ-2-1-9 機能

維持の基本方針」に準拠し，層せん断力係数に基づき算出する。 

a. 建築，構築物（架台） 

Ｂクラス：層せん断力係数 1.5Ｃ I 

b. 機器，配管系（機器） 

Ｂクラス：層せん断力係数 1.8Ｃ I 

ここに，Ｃ I
＊は，平成 3 年 8 月 23 日付け 3 資庁第 6875 号にて認可された柏崎刈

羽原子力発電所第７号機の工事の計画の「Ⅳ-1-6 蒸気タービンの基礎に関する

説明書」の層せん断力係数を適用する。 

 

 

注記＊： 層せん断力係数を算出する際のＣ I は，標準せん断力係数を 0.2 とし，建

物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 
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3.1.3 荷重の組合せ 

荷重の組合せを表 3.1-2 に示す。 

 

表 3.1-2 荷重の組合せ 

荷重 

ケース 
基本の組合せ   

 

 
許容限界 

1 Ｄ＋Ｏ    長期許容応力度 

2 

Ｄ＋Ｏ＋Ｅ＋Ｓ 

 

 

 

 
 

短期許容応力度 

3 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ｄ：自重 （Ｄｐ，ＷＭ，Ｄ１，Ｐ） 

Ｏ：定格回転時荷重 （Ｖ，Ｔｔ，Ｔｇ，Ｍｅ） 

Ｅ：非常回転時荷重 （ＧＳＣ，Ｒ，Ｌ，ＢＴ） 

Ｓ：地震荷重 （ＳＨ） 

 

なお，機器荷重条件を第 3.1-1 図に示す。 
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第 3.1-1 図 タービン発電機基礎 機器荷重分布図
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3.2 Ｔ／Ｇ架台応力の算定方針 

 

 

 

 なお，評価に

用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については，別紙「計算機プログラ

ム（解析コード）の概要」に示す。 

解析に用いる材料の物性値は次のとおりである。 

コンクリートのヤング係数 Ｅ＝2.50×104 MPa 

コンクリートのせん断弾性係数 Ｇ＝1.04×104 MPa 

コンクリートのポアソン比 0.2 

鉄筋コンクリートの単位体積重量 γ＝23.54 kN/m3（2.4t/m3 を SI 単位換算） 

 

応力解析モデルを第 3.2-1 図に示す。 
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第 3.2-1 図 解析モデル 
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3.3 Ｔ／Ｇ架台の断面検定結果 

各部材の断面算定は機器荷重変更後の荷重の組合せのうち最も不利な応力に

ついて行う。  

(1）  はり  

長方形ばりとして断面算定を行う。  

 

（ 2）  柱  

長方形柱として断面算定を行い，コンクリートの全断面積に対する主

筋全断面積の割合は， 0.8％以上とする。  

例としてＹ 4 通りの一層目及び二層目の柱断面（ 1ＣＸ 1Ｙ 4， 2ＣＸ 1Ｙ 4）

算定結果を表 3.3-1 及び表 3.3-2 に示す。同様に一層目及び二層目のは

り断面（ 1ＧＹ 4， 2ＧＹ 4）算定結果を表 3.3-3 に示す。  

各表中で使用する記号は下記の通りである。  

ｂ  ：材の幅  

Ｄ  ：材のせい  

ｄ  ：曲げ材の圧縮縁から引張鉄筋重心までの距離（有効せい）  

ｊ  ：曲げ材の応力中心距離（７ｄ /８）  

Ｎ  ：軸力  

Ｍ  ：曲げモーメント  

Ｑ  ：せん断力  

Ｎ Ｄ  ：設計用軸力  

Ｍ Ｄ  ：設計用曲げモーメント  

Ｑ Ｄ  ：設計用せん断力  

Ｐ ｔ  ：長方形ばり，長方形柱の引張鉄筋比  

ａ ｔ  ：引張鉄筋の断面積  

ｆ ｓ  ：コンクリートの許容せん断応力度  

α  ：はり又は柱のせん断スパン比Ｍ／Ｑ d による割増し係数  

ｆ ｔ  ：鉄筋の許容引張応力度  

ｐ ｗ  ：あばら筋比又は帯筋比  
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表 3.3-1 柱の断面検定結果（部材： 1ＣＸ1 Ｙ4） 

柱 記 号 1ＣＸ1 Ｙ4 

位 置 柱 頭 柱 脚 

方 向 Ｘ Ｙ Ｘ Ｙ 

断
面
形 

ｂ×Ｄ (mm) 
    

ｊ (mm)     

ｂＤ (×106mm2)   

ｂＤ２ (×1010mm3)     

長
期
荷
重
時 

Ｎ (×103N)     

Ｍ (×106N・mm)     

Ｑ (×103N)     

短
期
荷
重
時 

Ｎ (×103N)     

Ｍ (×106N・mm)     

Ｑ (×103N)     

設
計
応
力 

長

期 

ＮＤ (×103N)     

ＭＤ (×106N・mm)     

ＱＤ (×103N)     

短

期 

ＮＤ (×103N)     

ＭＤ (×106N・mm)     

ＱＤ (×103N)     

長

期 
ＮＤ/ｂＤ (MPa)     

ＭＤ/ｂＤ２ (MPa)     

Ｐｔ (％)     

短

期 

ＮＤ/ｂＤ (MPa)     

ＭＤ/ｂＤ２ (MPa)     

Ｐｔ (％)     

ａｔ (mm2)     

設
計 

配
筋 

引 張 側 鉄 筋     

断 面 積 (mm2)     

せ
ん
断
力
の 

検
討 

ｆｓｂｊ (×103N) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＷ (％)     

帯 筋     

帯筋比 (％)     
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表 3.3-2 柱の断面検定結果（部材： 2ＣＸ1 Ｙ4） 

柱 記 号 2ＣＸ1 Ｙ4 

位 置 柱 頭 柱 脚 

方 向 Ｘ Ｙ Ｘ Ｙ 

断
面
形 

ｂ×Ｄ (mm) 
    

ｊ (mm)     

ｂＤ (×106mm2)   

ｂＤ２ (×1010mm3)     

長
期
荷
重
時 

Ｎ (×103N)     

Ｍ (×106N・mm)     

Ｑ (×103N)     

短
期
荷
重
時 

Ｎ (×103N)     

Ｍ (×106N・mm)     

Ｑ (×103N)     

設
計
応
力 

長

期 

ＮＤ (×103N)     

ＭＤ (×106N・mm)     

ＱＤ (×103N)     

短

期 

ＮＤ (×103N)     

ＭＤ (×106N・mm)     

ＱＤ (×103N)     

長

期 
ＮＤ/ｂＤ (MPa)     

ＭＤ/ｂＤ２ (MPa)     

Ｐｔ (％)     

短

期 

ＮＤ/ｂＤ (MPa)     

ＭＤ/ｂＤ２ (MPa)     

Ｐｔ (％)     

ａｔ (mm2)     

設
計

配
筋 

引 張 側 鉄 筋     

断 面 積 (mm2)     

せ
ん
断
力
の 

検
討 

ｆｓｂｊ (×103N) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＷ (％)     

帯 筋     

帯筋比 (％)     
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表 3.3-3 はりの断面検定結果 

標 高 Ｔ．Ｍ．Ｓ．Ｌ．20,400 Ｔ．Ｍ．Ｓ．Ｌ．7,000 

は り 記 号 2ＧＹ4 1ＧＹ4 

位 置 Ｘ1端 中 央 Ｘ2端 Ｘ1端 中 央 Ｘ2端 

断
面
形 

ｂ×Ｄ (mm)   

ｄ (mm)   

ｊ (mm)   

長
期
荷
重 

Ｍ (×106N・mm)       

Ｑ (×103N)   

短
期
荷
重

時 

Ｍ (×106N・mm)       

Ｑ (×103N)   

設
計
応
力 

長

期 

ＭＤ 

(×106N・mm) 

上ば       

下ば       

ＱＤ(×103N)   

短

期 

ＭＤ 

(×106N・mm) 

上ば       

下ば       

ＱＤ(×103N)   

長
期 

ＭＤ/ｆｔｊ 

(mm2) 

上ば       

下ば       

短
期 

ＭＤ/ｆｔｊ 

(mm2) 

上ば       

下ば       

ａｔ 

(mm2) 

上ば       

下ば       

設
計
配
筋 

上ば筋       

下ば筋       

断 面 積 

(mm2) 

上ば       

下ば       

せ
ん
断
力
の
検
討 

ｆｓｂｊ (×103N)   

α    

αｆｓｂｊ (×103N)   

ＰＷ (％)   

配
筋 

あばら筋   

あばら筋比 (％)   
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4. 基礎スラブ部の構造評価 

タービン建屋の機器，土圧等の荷重には変更がなく，タービン建屋から基礎スラブ部

に作用する荷重は，地震時を含めて建設時の値を超えることはない。 

Ｔ／Ｇ架台の柱脚に作用する取替後応力と建設時応力の比較を表 4-1 に示す。なお，

建設時より大きくなる部位については，現状の配筋で問題ないことを確認している。 

また，接地圧についても許容地耐力以下の 4,118kN/m2 以下であることを確認してい

る。 

 

表 4-1 柱脚応力の新旧比較 

（a）Ｙ1 通り 1Ｃ1 

対象柱脚 Ｙ1 通り 1Ｃ1 

応力方向 Ｘ方向柱脚応力 Ｙ方向柱脚応力 

応力種別 MaxＮx(×103N) MaxＭ x(×106Nmm) MaxＮy(×103N) MaxＭy(×106Nmm) 

取替後応力 

建設時応力 

 

 

 

 

 

 

 

 

応力比 
(取替後/建設時) 

    

 

（b）Ｙ4 通り 1Ｃ4 

対象柱脚 Ｙ4 通り 1Ｃ4 

応力方向 Ｘ方向柱脚応力 Ｙ方向柱脚応力 

応力種別 MaxＮx(×103N) MaxＭ x(×106Nmm) MaxＮy(×103N) MaxＭy(×106Nmm) 

取替後応力 

建設時応力 

 

 

 

 

 

 

 

 

応力比 
(取替後/建設時) 

    

 

（c）Ｙ6 通り 1Ｃ6 

対象柱脚 Ｙ6 通り 1Ｃ6 

応力方向 Ｘ方向柱脚応力 Ｙ方向柱脚応力 

応力種別 MaxＮx(×103N) MaxＭ x(×106Nmm) MaxＮy(×103N) MaxＭy(×106Nmm) 

取替後応力 

建設時応力 

 

 

 

 

 

 

 

 

応力比 
(取替後/建設時) 
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Ⅵ-9 蒸気タービンの振動管理に関する説明書 
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1. 概要 

本資料は「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第 31条及びその「実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に基づき，タービンの振動管

理が健全であることを説明するものである。 

 

2. 製造工場における振動に関する管理 

高速で回転する車軸が振動を発生する要因としては， 

 機械加工精度 

 車軸に翼など取付けることによるアンバランスの発生 

があり，これらの要因を取り除くため，製造工場において，次のような試験調整を実施する。 

 

 2.1 車軸の調整方法 

(1)  車軸振れ計測試験 

機械加工後の真円性を確認するため，車軸を試験台上にてゆっくり回転させながらダイヤ

ルゲージまたは電気式差動マイクロメータにより振れを計測する。 

 

(2)  管理目標値 

とする。 
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 2.2 ロータの調整方法 

(1)  試験の種類及び概要 

タービンロータはバランス試験装置により，必要な回転試験を行い，振動振幅，振動位相，

回転速度などを測定・解析しバランスウエイトの取付位置及び重量を選定して，振動振幅が

管理値以下となるよう調整する。 

 

 a. 蒸気タービン 

(i) 静的バランス調整 

 

 

(ii)動的バランス試験 

 

 

(2)  振動管理値 

 危険速度域   （軸振動，両振幅） 

 定格回転速度域  （軸振動，両振幅） 
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3. 発電所における振動に関する管理 

3.1 据付時の作業管理 

(1)  一般方針 

製作工場において綿密に設計・製作・検査された部品が，発電所において計画どおりに組

立・据付復元されるよう作業体制を完備し，据付要領書，管理表などに基づいて厳重に管理

しながら作業を進める。 

なお，据付中の指揮命令を円滑にするため，体制は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 各部の計測及び調整 

  

項  目 計 測 及 び 調 整 

軸受組立 

軸受間隙が計画値内にあること及び軸と軸受が均一に接触

していることの確認を行う。 

 

軸受番号 間隙値(mm) 

  

  

  
 

アライメント  

回転部と静止部の間隙 
回転部と静止部の間隙を計測し計画値内であることの確認

を行う。 

  

発

電

所

側 

メ

ー

カ

側 

保 全 Ｇ Ｍ 

機械責任者 

電気責任者 

計装責任者 

主 任 技 術 者 

機械責任者 

電気責任者 

計装責任者 

試運転責任者 

ボイラ・タービン 

主 任 技 術 者 

発 電 所 長 ユ ニ ッ ト 所 長 

作 業 所 長 

品質管理責任者 
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(3) 点検項目・作業方法 

 a. 軸受の据付方法 

 

 

 

 

 

軸受廻りのボルトの種類・ゆるみ止め方法 

軸受番号 第 1 第 2 第 3 第 4 第 5 

用  途 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボルト 

サイズ 

×本数 

     

ゆるみ 

止め方法 
     

 

軸受番号 第 6 第 7 第 8 第 9 第 10 

用  途 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボルト 

サイズ 

×本数 

     

ゆるみ 

止め方法 
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 3.2 定期点検時，試運転時 

(1)  一般方針 

発電所における試運転の円滑化を図るため，指揮命令系統を整えて所定の人員を配備し，

慎重に検討された試運転・調整方案に基づいて試運転を進め，重大事故の発生することのな

いよう十分な配慮をする。 

試運転体制は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

(2) 振動調整方法 

 a. 試験の種類及びその概要 

 

 

 

 

 

 

  

発

電

所

側 

メ

ー

カ

側 

当 直 長 

保 全 Ｇ Ｍ 

運 転 員 

機械責任者 

電気責任者 

計装責任者 

主 任 技 術 者 

試運転責任者 

機械責任者 

電気責任者 

計装責任者 

ボイラ・タービン 

主 任 技 術 者 

発 電 所 長 ユ ニ ッ ト 所 長 

作 業 所 長 

品質管理責任者 
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 b. 振動管理目標値 

上記バランスの調整は，振動振幅が次の計画値を満足することを目標に行う。 

 危険速度域   （軸振動，両振幅） 

 定格回転速度域  （軸振動，両振幅） 

 過速度域   （軸振動，両振幅） 

 

(3)  異常時の対策 

   

 

，

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

  

１
Ｆ
５
 
Ⅳ
-3
 
Ｒ
１
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(4) 据付管理 

組立時には，軸振動に関係する次の項目について計測及び調整を行う。 

項  目 計 測 及 び 調 整 

軸受組立 
 

アライメント 

 

回転部と静止部の間隙 
 

 

 3.3 運転時 

(1)  一般方針 

運転時は，振動に関係ある各種計測装置に基づいて振動管理を行う。 

各種計測装置は定期的に点検調整を行うと同時に，必要に応じて携帯用振動計と併用して

管理を行う。 

運転時の振動管理体制は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  振動調整方法 

3.2(2)「振動調整方法」に準じて行う。 

 

(3)  異常時の対策 

3.2(3)「異常時の対策」と同様に行う。 

 

  

発

電

所

側 

メ

ー

カ

側 

当 直 長 

保 全 Ｇ Ｍ 

運 転 員 

機械責任者 

電気責任者 

計装責任者 

メーカ 

技術指導員 

ボイラ・タービン 

主 任 技 術 者 

発 電 所 長 ユ ニ ッ ト 所 長 
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4. 計測装置 

 4.1 検出器 

各検出器の形式，検出箇所，検出方向及び取付方法を下表に示す。 

種類 形式 検出箇所 検出方向 取付方法 備考 

振動振幅  
 

 

 
 

 

振動 

位相角 
 

 

 

 
 

 

 

偏 心  
 

  

 

 

回転速度 
 

 

 

 
 

 

 

出 力 
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 4.2 記録計 

   各記録計の形式，走査数，走査周期，目盛幅，記録範囲及び設置場所を下表に示す。 

種類 形式 走査数 
走査 

周期 
最小目盛 記録範囲 

設置 

場所 
備考 

偏  心 

 

 

 

 

  

  

 
 

回 転 速 度   

蒸気加減弁

開 度 
  

タ ー ビ ン 

バイパス弁

開 度 

   

 

振 動 振 幅 
 

 

 

 

   
  

 

 

出 力 
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 4.3 指示計 

   各指示計の形式，個数，最小目盛，測定範囲及び設置場所を下表に示す。 

種類 形式 個数 最小目盛 測定範囲 設置場所 

振動位相角      

回 転 速 度      

出 力 計        

 

 

 4.4 計測装置の使用範囲 

各計測装置の使用範囲及び使用区分を下表に示す。 

種類 使用範囲 使用区分 備考 

振 動 計 測 装 置     

偏 心 計 測 装 置     

回転速度計測装置    

 蒸 気 加 減 弁 開 度    

タービンバイパス弁

開 度 
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 4.5 精度 

   各計器の精度を下表に示す。 

計 器 精 度 

振   動   計   

偏   心   計   

位 相 角 計   

回 転 速 度 計   
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5. 警報装置 

5.1 設定値 

各軸受における軸振動振幅の警報値を下表に示す。 

（単位：両振幅㎜） 

種類 検出個所 

  
 

 

      
  

軸振動

振幅 

 

 
       

 

 
       

 

 5.2 警報表示 

タービン振動による警報の内容を下表に示す。 

種類 内容 表示装置 動作時間 設置場所 

注意値警報     
 

 

停止値警報    
 

 

 

 

 5.3 検出器との関係 
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6. 停止装置 

自動及び手動停止の内容を下表に示す。 

種類 形式 使用範囲 設置場所 

自動停止 
 

  

 

 

 

 

手動停止 
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7. 安全性等に対する説明 

 7.1 軸受諸元 

軸受の諸元を下表に，また軸受の構造を第 5-1図～第 5-3図に示す。 
 

軸受 

番号 

軸受 

型式 

軸受寸法 mm 軸受 

面圧 

MPa 

軸受 

油圧 

MPa＊ 

油膜 

厚さ 

㎜ 

軸受油温度℃ 
軸との 

偏心率 
直 径 幅 入口 出口 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

注記＊：油圧はタービン前部軸受台のタービン軸芯位置における標準値を示す。 
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 7.2 危険速度及び振動モード 

(1)  危険速度 

タービン及び発電機を結合した場合の危険速度は次の通りである。 

各モードの危険速度は，通常使用範囲（1455～1515 rpm）から非常調速装置が作動したと

きに達する回転速度  までの間とならないよう，車軸径を変更することにより剛

性を変えることで，危険速度の離調を図る設計としている。なお，定格負荷を遮断した場合

に達する回転速度は，非常調速装置が作動する回転速度（1665 rpm）未満である。 
 

 1次       

 2次      

 3次      

 4次      

 5次      

 6次      

                  

(2)  危険速度の計算方法 

 

   

   

   

 

(3)  振動モード 
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 7.3 翼の固有振動数 

 

 
 

段   落    

定 格 回 転 速 度 1500 rpm（25Hz） 

固有振動数 
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 7.4 翼軸連成ねじり振動 

 

 

 7.5 噴口の振動 

噴口については，高い剛性を保つよう，噴口の両端を円盤状の隔板（内輪・外輪）に固定し

た形状にするとともに，噴口形状の変更により流体励振力による非同期振動を考慮することで，

強度上安全な設計としている。 

 

 7.6 オイルホイップの対策 

 

 

 

 7.7 流体力による影響 

今回採用する長翼は，定格運転時，低負荷運転時および負荷変動時の蒸気流の乱れや抽気に

よる流体加振力の影響を考慮した十分信頼性のある設計としている。
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8. 添付図 
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図 
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別紙 3 発電機運転制限範囲及び電気出力（上限値）の算出に 

関する説明書 
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1. 評価方針 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機の電気設備については，発電機，主変圧器の運転制限

曲線をすべて満足する範囲内で発電機を運転することにより，電気設備の健全性が確保

される。定格熱出力一定運転の実施により，電気出力（有効電力）が増加することから，

有効電力が増加する側について発電機の運転制限範囲及び電気出力の上限値を算出する。 

 

2. 電源構成及び定数 

発電機で発生した電力は，主変圧器を経由して送電線に電力を供給するルートと，所

内変圧器を経由して発電所の運転に必要な電力（所内電力）を供給するルートに分かれる。

電源構成を第 1 図に示す。 

 

第 1 図 電源構成 

 

  これらの電源設備の定数は以下のとおりである。 

 

定格電気出力   PL=  MW 

発電機定格容量  XG=  MVA 

主変圧器定格容量 XT=  MVA 

主変圧器リアクタンス降下率（主変圧器定格容量ベース）    %qT=  % 

所内率（定格電気出力ベース，所内変圧器による損失を含む）  rH=  % 

所内力率（所内負荷設計値 0.85 を使用）         cosθH=  

  

Ｇ

主変圧器

所内変圧器

発電機

送電線へ
ＰＧ：発電機有効電力

ＱＧ：発電機無効電力

ＰＨ：所内有効電力

ＱＨ：所内無効電力

ＱＴ：主変圧器無効電力損失

一次側

二次側

ＰＨ ，ＱＨ

損失：ＱＴ

所内負荷へ

ＰＧ－ＰＨ ，ＱＧ－ＱＨ－ＱＴ

ＰＧ，ＱＧ
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上記定数より，所内有効電力 PH，所内無効電力 QH，主変圧器無効電力損失 QT を求め 

ると以下のとおりとなる。 

  所内有効電力 PH=PL×rH/100=  MW 

  所内無効電力 QH=(PH/cosθH)×sinθH=  Mvar 

  主変圧器無効電力損失 QT=XT×%qT/100=  Mvar 

 

3. 発電機（固定子コイル温度上昇限度）による運転制限 

発電機は，構成部品各部の温度上昇限度から決められる運転制限曲線を超えない事が

運転条件である。このうち，有効電力が増加する側については，固定子コイルの温度上

昇限度より運転制限範囲が決められる。運転制限範囲は以下の式で表される。 

  PG
 2 + QG

  2 ≦ XG           ………(1) 

よって，運転制限範囲を定める制限曲線は，以下のとおりとなる。 

  PG
  2 + QG  2 =           ………(1)’ 

 

4. 主変圧器による発電機運転制限  

  主変圧器の定格容量は二次側の通過皮相電力にて定義されているため，二次側通過皮

相電力が主変圧器定格容量を超えないことが運転条件である。第 1 図に示すように，二

次側の通過皮相電力は，発電機出力から所内電力と主変圧器の無効電力損失を差し引い

たものであるので，運転条件を数式で表現すると， 

  (PG - PH )2+(QG - QH - QT)2 ≦ XT    ………(2) 

となり，発電機の出力（PG，QG）はこの範囲内で運転する必要がある。 

よって，2.項で求めた，PH，QH，QT より，運転制限範囲を定める制限曲線は，以下のと 

おりとなる。 

  (PG - )
2

+(QG - )
2

=    ………(2)’ 

 

5. 発電機，主変圧器の制限による電気出力上限値の算出 

発電機の電気出力上限値は，発電機，主変圧器による運転制限曲線それぞれの領域を

満たす有効電力 PG の最大値となる。 

発電機及び主変圧器による運転制限曲線を第 2 図に示す。第 2 図より，曲線(1)’，

(2)’を満たし PG が最大となる点は，曲線(2)’の右端の点(C 点)となり，有効電力，無

効電力，力率は以下のとおりとなる。 

  PG(max)=  MW 

  QG(max)=  Mvar 

  力率=
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よって，運転制限曲線によって定まる電気出力の上限値は， MW(定格電気出力の

%)，力率 となる。 
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添付Ⅳ-9 蒸気タービンの振動管理に関する説明書P17 7.7流体による影響に記載している

スナッバ，カバーセグメント及びラグスリーブの構造について下記図に示す。 

 既設タービンは翼を数枚ずつテノンシュラウド・ルーズワイヤーで拘束していたため各翼グ

ループ個別に振動が発生する構造となっていたが，本届出による取替後のタービンについては

スナッバ，カバーセグメント及びラグスリーブにより全周に亘り互いに隣の翼を拘束し全周一

群となることで，接戦方向の振動モードを抑制し翼全体の剛性を高める構造となっている。 

 

 

 

第１５段 

第１６段 
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1. 概要 

  本資料は，蒸気タービンの損壊に伴い想定されるタービンミサイルの評価内容についてまとめ

たものである。 

 

2. ミサイル到達確率評価方法と条件 

 2.1 ミサイルによる防護対象の損傷頻度評価方法 

   ミサイルによる防護対象の損傷頻度は，「タービンミサイル評価について」（原子炉安全専門

審査会 昭和 52 年 7 月 20 日）（以下，「タービンミサイル評価について」という。）に基づき，

下記の式にて評価する。 

   （損傷頻度）=Σi（P1i×P2i×P3i） 

    P1：ミサイル発生頻度(回/炉・年) 

P2：ミサイルの防護対象への到達確率(-) 

P3：ミサイル到達時の防護対象の損傷確率(-) 

i ：ミサイル種（低圧タービン羽根，T-G カップリング，低圧タービンディスク，その他

（タービンロータ，発電機ロータ等）） 

 

 2.2 発生頻度（P1） 

   タービンミサイル発生頻度は，5×10-5(回/炉・年)とする。 

 

 2.3 ミサイル防護対象への到達確率（P2） 

   到達確率評価方法は，米国 SRP3.5.1.3 Appendix A 又は立面の効果を考慮できる同等の方

法を準用するものとする。また，遮へい物貫通後のミサイル速度の評価は，鋼板は BRL 式，

コンクリートは修正 NDRC 式を用いる。以下では，「タービンミサイル評価について」に従う

個別の評価方法を示す。 

   タービン回転速度上昇事象の対策として，主調速機構にて蒸気加減弁にてタービン回転速

度を制御しており，蒸気加減弁による回転速度制御が不能となり，回転速度がさらに過速し

た場合でも，非常用調速機が作動し，主蒸気止め弁を閉鎖することで，最悪の場合でも回転

過速度は定格回転速度の 120%を超えることはないため，回転過速度の設計上限値は定格回転

速度の 120%とする。 

 

  2.3.1 低圧タービン羽根ミサイル評価方法 

     低圧タービン羽根ミサイル評価方法(1)～(4)は，「タービンミサイル評価について」に

基づく。 

   (1) 低圧タービン最終段動翼（羽根植込部を含む）１枚がミサイル化する。 

   (2) 低圧タービン最終段動翼は，回転過速度の設計上限値で破損し，ミサイル化する。 

   (3) この破損した最終段動翼が外部ケーシングから飛び出したときに残存するエネルギー
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率を 2%として，ケーシング貫通後速度を決める。 

   (4) ミサイルの回転面からの振れ角の確率分布は 0°～25°（外側）の偏角内で一様とす

る。 

 

  2.3.2 T-G カップリングミサイル評価方法 

     T-G カップリングミサイル評価方法(1)～(4)は，「タービンミサイル評価について」に

基づく。 

   (1) T-G カップリングはシャフトから脱落し，ミサイル化する。 

   (2) T-G カップリングは，回転過速度の設計上限値でシャフトから脱落する。 

   (3) この脱落した T-G カップリングが飛び出したときに残存するエネルギー率を 4.5%とし

て，飛び出し並進速度を決める。 

   (4) ミサイルの回転面からの振れ角の確率分布は±25゜の偏角内で一様とする。 

 

  2.3.3 低圧タービンディスクミサイル評価方法 

     低圧タービンディスクミサイル評価方法(1)～(4)は，「タービンミサイル評価につい

て」に基づく。 

   (1) 低圧タービンディスクのうち１段がミサイル化したと考え，各段の到達確率を平均す

る。さらに，低圧タービン３台それぞれの到達確率を平均する。 

   (2) ミサイルの回転面からの振れ角の確率分布は，最終段ディスクが 0°～25°（外側），

中間段ディスクが±5゜の偏角内で一様とする。 

   (3) 低圧タービンディスクは，回転過速度の設計上限値で破損しミサイル化する。 

   (4) 低圧タービンディスクは 4等分割し，上方 2片がミサイル化する。 

 

 2.4 破損確率（P3） 

   タービンミサイルが評価対象施設に到達した際に，同施設を損傷させる確率は，保守的に

100％とする。 

 

 2.5 評価条件 

   タービンミサイル評価の評価条件を表 2.5-1 に示す。各ミサイルについての諸元を表 2.5-2

の a～c に示す。 

   他号機のタービンをミサイル源とするタービンミサイル評価（以下，相互間評価）におけ

る確率計算については対象プラントに対する他プラントからのタービンミサイルの影響を考

慮するため，表 2.5-3 に示す通り，自号機及び他号機をミサイル源とするタービンミサイル

の衝突確率の総和とする。 
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表 2.5-1 タービンミサイル評価条件一覧 

想定 評価条件 

想定ミサイル 

低圧タービン最終段動翼 

T-G カップリング 

低圧タービンディスク 

低圧タービンディスクミサイル諸元 表 2.5-2a 

低圧タービン羽根ミサイル諸元 

表 2.5-2b 

ミサイルは破損時重心速度相当のエネルギー

の 2％で飛び出すものとする 

T-G カップリングミサイル諸元 

表 2.5-2c 

ミサイルは脱落時角速度相当のエネルギーの

4.5％で飛び出すものとする 

低圧タービン羽根ミサイル発生頻度 5.0×10-5(回/炉・年) 

T-G カップリングミサイル発生頻度 5.0×10-5(回/炉・年) 

低圧タービンディスクミサイル発生頻度 5.0×10-5(回/炉・年) 

低圧タービン座標（A,B,C），T-G カップリン

グ及びターゲット座標 
表 2.5-4，図 2.5-1 参照 

タービン回転面に対するミサイル飛出し最

大角度 Δ と確率分布 

低圧タービン最終段動翼 0～25 度 一様 

T-G カップリング ±25 度 一様 

低圧タービン最終段ディスク 0～25 度 一様 

低圧タービン中間段ディスク ±5度 一様 

ミサイル発生数 

低圧タービンディスク 2 個 

低圧タービン最終段動翼 1 枚 

T-G カップリング 1 個 

コンクリート圧縮強さ 
330(Kg/cm2)（普通コンクリート） 

135(Kg/cm2)（軽量コンクリート） 

鋼板 Grade 係数 1.0（―） 

ターゲット KK-5/6/7 使用済燃料プール 

ターゲット面積 表 2.5-4 

ミサイル到達時のターゲット損傷確率 1.0（―） 
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表 2.5-2a 低圧タービンディスクミサイル諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.5-2b 低圧タービン羽根ミサイル諸元 

 

 

 

 

表 2.5-2c T-G カップリングミサイル諸元 

 

 

 

 

表 2.5-3 相互間評価における衝突確率の算出 

対象プラント 

ミサイル源 
K-5 K-6 K-7 

K-5 P55 P56 P57 

K-6 P65 P66 P67 

K-7 P75 P76 P77＝P66 

衝突確率 P55＋P65＋P75 P56＋P66＋P76 P57＋P67＋P66 
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表 2.5-4 相互間評価における解析条件（位置関係＊） 

対象プラント 

ミサイル源 
方向 KK-5 KK-6 KK-7 

KK-7 (m) 

X 269.5 139.0 6.0 

Y 95.8 87.6 87.6 

Z 11.23 9.93 9.93 

ターゲット面積 (m2) ― 118.6 120.3 120.3 

注記＊：KK サイトにおける位置関係については図 2.5-3 を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-1 低圧タービン/T-G カップリングと使用済燃料プールの平面位置図 
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図 2.5-2 タービン周り遮へい物形状（コンクリート壁，鋼板） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-3 KK サイト位置関係図 
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3. 使用済燃料プール損傷頻度 

 3.1 KK-7 低圧タービン羽根ミサイルによる使用済燃料プール損傷頻度 

   低圧タービン羽根ミサイルは，すべてのケースにて到達確率は 0であり，すなわち損傷頻

度も 0である。 

 

 3.2 KK-7 T-G カップリングミサイルによる使用済燃料プール損傷頻度 

   T-G カップリングミサイルは，すべてのケースにて到達確率は 0であり，すなわち損傷頻度

も 0である。 

 

 3.3 KK-7 低圧タービンディスクミサイルによる使用済燃料プール損傷頻度 

   ディスクミサイルによる使用済燃料プール損傷頻度について，表 3.1 に評価結果を示す。

各使用済燃料プールへのミサイル到達確率の総和は，判断基準である 10-7（回/炉・年）を下

回った。 

 

表 3.3-1 評価結果一覧（使用済燃料プール損傷頻度） 

 
 

   

 

    

    

    

    

 

4. まとめ 

  KK-5/6/7 使用済燃料プール損傷頻度を評価した。KK-5/6/7 の使用済燃料プールを損傷する頻

度は，判断基準 10-7(回/炉・年)を下回る結果となった。 

  なお，高圧ロータ及び発電機ロータについては今回取替対象ではないことから形状や質量に

変更はない。また，定格回転速度にも変更がなく，評価に用いる定格の 120％の回転速度も同様

である。そのため，建設時の高圧ロータ及び発電機ロータからの飛散物が車室内にとどまりミ

サイルとならないという評価結果に変更はない。 
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遮蔽物貫通後速度評価方法 

 

 ミサイルによる遮へい物貫通厚さの評価には,内規に示される修正 NDRC の式[１]（コンクリート

壁）及び BRL の式[２]（鋼板）を用いる。 

 

(1) 記号の定義 

  T ： コンクリート (or 鋼板) 壁厚さ (in) 

D ： ミサイル直径 (in) 

f ： ミサイル入射角 (deg) 

W ： ミサイル質量 (lb) 

FC ： コンクリート圧縮強さ (lb/in2) 

FN ： NOSE PERFORMANCE FACTOR（ミサイル先端の形状係数） (－) 

FS ： 鋼板 grade 係数 (－) 

V ： 貫通前のミサイル速度 (ft/sec) 

U ： 貫通後のミサイル速度 (ft/sec) 

Φ：ミサイルの飛び出し方向と水平面のなす角度（仰角） 

 

(2) コンクリート壁に対する評価（修正 NDRC 式） 

R＝
T

D･cos2Φ
 

 

  (i) R＜3.0 のとき 

S＝
3.19－ 10.1761－2.872･R

1.436
 

G＝
S

2.0

2

 

 

  (ii) 3.0≦R＜18 のとき 

S＝
1

1.24
R－1.32  

S＜2.0 のとき G＝
S

2.0

2

 

S≧2.0 のとき G＝S－1.0 

  

添付資料 1 
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 貫通エネルギ Eは，以下のようになる。 

E＝106･
G･D2.8･√FC
180･FN･W

2
1.8

 

 

(3) 鋼板壁に対する評価（BRL 式） 

E＝
1119655･FS2

W
･

T･D

cos2Φ

1.5

 

 

(4) 遮へい物貫通後の速度評価 

V2≧Eのとき U＝ V2－E 

V2＜Eのとき U＝0 

従って 

dU

dV
＝

V

V2－E

＝
V

U
 

 

参考文献 

[1] R.P.Kennedy, "A Review of Procedures for the Analysis Design of Concrete Design 

Structures to Resist Missile Impact Effects,"Nucl.Eng.Des.,37,pp.183～203（1976） 

[2] Department of the Army, "Fundamentals of Protective Design," TM-5-855-1（1965） 
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1. 概要 

  本資料は，Ⅵ-4蒸気タービンの耐震性に関する説明書に記載のある低圧タービンの断面二次モーメ

ント(Ｉ)の算出方法と，低圧タービンの有効せん断断面積(ＡS)の算出方法について説明するものであ

る。 

 

2. 断面二次モーメント Ｉ の算出方法 

  低圧外部車室脚部の最小断面二次モーメントを求める。 

中立軸（Ｘ－Ｘ）に関する断面二次モーメント 

𝐼𝑥 = 2 ×
1

12
× 𝑡1 × {(𝑌1 + 2𝑡2)

3 − 𝑌2
3} +

1

12
× 𝑋1 × {(𝑌1 + 2𝑡2)

3 − 𝑌1
3} 

 

中立軸（Ｙ－Ｙ）に関する断面二次モーメント 

𝐼𝑦 = 2 ×
1

12
× 𝑡2 × 𝑋1

3 + 2 ×
1

12
× 𝑌3 × {(𝑋1 + 2𝑡1)

3 − 𝑋1
3} 

 

Ix,Iyを比較し，固有周期が保守側となる，値が小さい方を使用する。 

 

 

3. 有効せん断断面積 ＡSの算出方法 

  低圧外部車室脚部のせん断断面積を求める。 

 𝐴𝑆 = 𝑌3 × 𝑡1 × 4 + 𝑋1 × 𝑡2 × 2 
 

 また使用する各種寸法は，下図の低圧タービン脚部（A-A断面）から参照している。本寸法は外部

ケーシングの外形のみを考慮しており，他のリブ等の構造物を考慮しておらず，評価上保守的な条件で

ある。 
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ヒアリング指摘事項一覧（No.23）補足説明 
P.4 3.1.1～3.1.3 の記述と P.6 第 2 図及び P.7 第 1 表の関係を整理した結果を示す。 

 

⇒3.1.1 は，第 2 図に示す体制で「3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とそ

のレビュー」及び「3.3 設計に係る品質管理の方法」に示す通りの設計となっているこ

とを審査・承認すると記載しており，第 2 図は設計及び工事認可申請（届出）の各プ

ロセス（3.3～3.6）における承認者を明確にしている。 
 

⇒3.1.2 及び 3.1.3 は第 1 表に示す主たる箇所で，設工認に基づく工事及び検査・調達を

実施することを記載しており，第 1 表は設計及び工事認可申請（届出）の各プロセス

（3.3～3.6）を主管する箇所を示している。 
 
 
（まとめ） 

第 1 表は各プロセス（3.3～3.6）を主管する箇所を示し，具体的な承認者を第 2 図で

明確にしている。 

3.1.1 設計に係る組織 
設工認に基づく設計は，第 2 図に示す設計を主管する箇所（以下「設計を主管する箇

所」という。）が実施する。 
設計を主管する箇所は，設計に必要な資料（以下「設計資料」という。）の作成を行

い，「3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー」及び「3.3 設計

に係る品質管理の方法」に示すとおりの設計結果となっていることを審査・承認する。 
また，・・・（中略）・・・・様式－1 に取りまとめる。 

3.1.2 工事及び検査に係る組織 
設工認に基づく工事及び検査は，第 1 表に示す工事を主管する箇所及び検査を担当す

る箇所で実施する。 
また，・・・（中略）・・・・様式－1 に取りまとめる。 

3.1.3 調達に係る組織 
設工認に基づく調達は，第 1 表に示す本社組織及び発電所組織の調達を主管する箇所

で実施する。 
また，・・・（中略）・・・・様式－1 に取りまとめる。 
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（第 2 図と第 1 表との整理） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「設計」を主管する箇所 

「工事」，「使用前事業者検査」を主管する箇所 

「調達」を主管する箇所 
第 1 表に示す主管する箇所の承認者を第 2 図で

明確にしている。 
(例) 
「3.3 設計に係る品質管理の方法」の主管箇所

である“原子力運営管理部”の承認者は第 2 図

に示す各グループマネージャが該当する。 
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参考（前回認可版との記載の比較表） 
柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 【高エネルギーのアーク放電対策】 

令和 3 年 1 月 20 日付原管発官 R2 第 231 号 
(令和 3 年 3 月 5 日付原管発官 R2 第 269 号をもって一部補正) 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 【今回届出】 
令和 4 年 3 月 29 日付原管発官 R3 第 264 号 

  

  

※青：柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機(令和 3 年 1 月 20 日)と今回届出との差異 

  （補足） 
本社組織である“原子力耐震技術セン

ター”は原子力設備管理部に所属する

ことから，第 1 表上には表れない 
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1. 概要 

  本資料は，添付書類「Ⅵ-6 蒸気タービンの基礎に関する説明書」（以下「基礎に関する説明

書」）における，評価方針についてまとめたものである。 

 

2. 「基礎に関する説明書」における評価方針 

  「基礎に関する説明書」は，本届出により取り替える低圧蒸気タービンを支持する蒸気ター

ビンの基礎が，設計用地震力に対してその安全性が損なわれるおそれがないことを示すもので

ある。 

  ここで蒸気タービンの基礎は，基本設計方針より，蒸気タービンに対する間接支持構造物と

定義されており，その検討用地震動はSbとしている。またJEAG4601補1984では，間接支持構造

物について『安全上の機能からの耐震重要度については規定しないものとするが，被支持設備

に適用される地震動を適用した場合にも，当該設備の持つ安全機能を阻害することがないこと

を確認する必要がある。』とある。 

  間接支持構造物である蒸気タービンの基礎が支持する被支持設備は本届出の対象である蒸

気タービンであるが，蒸気タービンに適用する地震力は，「耐震設計に係る設工認審査ガイド」

に則り，「Ⅵ-4 蒸気タービンの耐震性に関する説明書」に記載のある通り静的震度としてい

る。 

  従って，「基礎に関する説明書」にて示す蒸気タービンの基礎に適用される地震力について

も，同様に静的震度と整理ができる。 

 

以上 
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1. 概要 

  本資料は，添付書類「Ⅵ-5 蒸気タービンの耐震性に関する説明書」における，低圧蒸気ター

ビンの鉛直方向の固有周期計算について，評価方法と結果をまとめたものである。 

 

2. 評価条件 

低圧タービンの鉛直方向の固有周期計算は，水平方向と同様，第１図の通り下端固定の１質

点系モデルでの計算を行う。 

 

第１図 固有周期の計算モデル 

 

3. 評価方法 

  固有周期は以下の式にて計算する。 

Ti = 2・π・√
mi

Ki
 ・・・（１） 

 

Ti：低圧タービンの固有周期（s） 

mi：運転時質量（kg） 

Ki：低圧タービンのばね定数（N/m） 

 

式（１）のうち，鉛直方向のばね定数 Kiは，以下の式にて計算する。 

Ki＝
1000・E・Ai

hi
  ・・・（２） 

 

E：縦弾性係数（MPa） 

Ai：低圧タービンの有効せん断断面積（mm2） 

hi：床から重心までの距離（mm） 
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  尚，式（２）は，部材に対して垂直方向に荷重を発生させた際の材料力学の式により，以下

の通り導出した。 

W＝σ・A 

    ＝E・ε・A 

  ＝E・
ΔL

L
・A 

K＝
1000・W

ΔL
 

     ＝
1000・E・

ΔL

L
・A

ΔL
 

     ＝
1000・E・A

L
 

 

W：垂直荷重（N） 

σ：応力（MPa） 

A：部材の断面積（mm2） 

E：縦弾性係数（MPa） 

ε：ひずみ（-） 

ΔL：変位（mm） 

L：部材の長さ（mm） 

K：ばね定数（N/m） 

 

また式（２）に使用する各種寸法は，第２図の低圧タービン脚部（A-A 断面）から参照して

いる。本寸法は外部ケーシングの外形のみを考慮しており，他のリブ等の構造物を考慮してお

らず，評価上保守的な条件である。 
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第２図 寸法参照箇所 

 

4. 評価結果 

  前項に記載の評価方法で計算した鉛直方向の固有周期計算結果を以下に示す。 

 

LPAタービン：0.014s 

LPBタービン：0.014s 

LPCタービン：0.014s 

 

以上より，低圧タービンの鉛直方向の固有周期は 0.05s未満であり，剛であると言える。 

 

 

以上 
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1. 概要 

  Ⅵ-10 別紙2 タービン回転速度の評価に関する説明書に記載の蒸気エネルギΔE１，ΔE2，

ΔE3について補足するものである。 

  負荷遮断時のタービン回転速度の評価過程を例にとり説明する。 

 

2. 蒸気エネルギΔE１，ΔE2，ΔE3について 

  蒸気加減弁，インターセプト弁の作動遅れ時間に流入する流入エネルギをΔE１，弁の閉鎖

時間に流入するエネルギをΔE2，ケーシング，配管等蒸気通路部に残留する蒸気エネルギとそ

の他の流入エネルギを足し合わせたものをΔE3としている。 

  今回の低圧タービン取替により，ΔE１，ΔE2に関しては主に高圧，低圧タービンの出力比の

変更により，既設の評価結果から流入エネルギの値が変化している。ΔE3に関しては次ページ

以降の(３)（４）に示すエネルギの変更の影響により値が変化している。 

 

  設計最大出力時に負荷遮断した場合の最大回転速度n0は以下に示す式を用いており，ΔE１，

ΔE2，ΔE3を用いている。 

n0 = √
7.3 × 105

𝐺𝐷2
× (𝐸𝑅 + ∆𝐸1 + ∆𝐸2 + ∆𝐸3)  

 

  次ページ以降の(1)～(5)に，負荷遮断時の最大回転速度の算出に係る要素をまとめる。 
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オーバースピードの算出 

電気出力                                    Ｎe kW   

負荷遮断後の瞬間最大回転速度（IVからのリーク考慮あり）           ｎ0 

rpm   

rpm   

%   

%   

タービン・発電機回転部分の慣性モーメント                      ＧＤ2 kg･m2  

負荷遮断時の回転エネルギ                 ＥＲ＝1.37×10-6×ＧＤ2×ｎＲ
2 kJ  

負荷遮断時の回転速度                                ｎＲ rpm   

高圧タービン出力比                                ｆＨＰ －   

低圧タービン出力比                               ｆＬＰ －   

 

 

（１）ΔＥ１：負荷遮断時，蒸気加減弁（ＣＶ）とインタセプト弁（ＩＶ）の作動遅れ時間によりタービンへ流入するエネルギ 

負荷遮断時，蒸気加減弁（ＣＶ）とインタセプト弁（ＩＶ）の 
kJ  

作動遅れ時間によりタービンへ流入するエネルギ  ΔＥ１＝ΔＥ１ＣＶ＋ΔＥ１ＩＶ 

ＣＶを通る蒸気エネルギ              ΔＥ１ＣＶ＝Ｎe･ｆＨＰ･ＴＣＶ kJ  

ＣＶ作動遅れ時間（実作動時間）                       ＴＣＶ 秒   

ＩＶを通る蒸気エネルギ              ΔＥ１ＩＶ＝Ｎe･ｆＬＰ･ＴＩＶ kJ  

ＩＶ作動遅れ時間（実作動時間）                       ＴＩＶ 秒   
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（２）ΔＥ２：負荷遮断時，蒸気加減弁（ＣＶ）とインタセプト弁（ＩＶ）の閉鎖時間よりタービンへ流入するエネルギ 

負荷遮断時，蒸気加減弁（ＣＶ）とインタセプト弁（ＩＶ）の 
kJ  

閉鎖時間によりタービンへ流入するエネルギ    ΔＥ２＝ΔＥ２ＣＶ＋ΔＥ２ＩＶ 

ＣＶを通る蒸気エネルギ               ΔＥ２ＣＶ＝Ｎe･ｆＨＰ･αＣＶ･ＴｄＣＶ kJ  

ＣＶ閉鎖時間（実作動時間を 100%開度換算）                     ＴｄＣＶ 秒   

ＣＶ流量補正係数                                αＣＶ －   

ＩＶを通る蒸気エネルギ               ΔＥ２ＩＶ＝Ｎe･ｆＬＰ･αＩＶ･ＴｄＩＶ kJ  

ＩＶ閉鎖時間（実作動時間）                           ＴｄＩＶ 秒   

ＩＶ流量補正係数                                αＩＶ －   

 

（３）ΔＥ３－１：ケーシング，配管等蒸気通路部に残留する蒸気エネルギ 

ケーシング，配管等蒸気通路部に残留する蒸気エネルギ       
kJ  

                           ΔＥ３－１＝ΔＥ３－１①～ΔＥ３－１⑩の合計 

ΔＥ３－１①：ＣＶ～ＨＰノズルボックス kJ  

ΔＥ３－１②：  kJ  

ΔＥ３－１③：  kJ  

ΔＥ３－１④：  kJ  

ΔＥ３－１⑤：  kJ  

ΔＥ３－１⑥：  kJ  

ΔＥ３－１⑦：  kJ  

ΔＥ３－１⑧：  kJ  

ΔＥ３－１⑨：  kJ  

ΔＥ３－１⑩：  kJ  
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（４）ΔＥ３－２：その他の流入エネルギ 

                kJ  

 

（５）ΔＥ３：高圧・低圧タービンのケーシング，配管等蒸気通路部に残留する蒸気エネルギ 

残留エネルギ                      ΔＥ３＝ΔＥ３－１＋ΔＥ３－２ kJ  

 



 

柏崎刈羽原子力発電所第７号機 工事計画審査資料 

資料番号 KK7補足-13 r0 

提出年月日 2022年 4月 21日 

 

 

 

危険速度の算出方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 4月 

東京電力ホールディングス株式会社 

 



1 

1. 概要 

  本資料は，添付書類「Ⅵ-9 蒸気タービンの振動管理に関する説明書」における，危険速度に

ついてまとめたものである。 

 

2. 危険速度 

 2.1 危険速度の算出方法 

   タービンロータを下図に示す弾性ロータモデルと考え，危険速度を算出する。 

   第1図にて，力の釣り合いより「遠心力（F）」と「弾性復元力（kρ）」は、 

F = kρ = (ρ + ε) ∙ m𝜔2 

  ここで 

 

 

  とおくと 

 

 

  となる。 

ω = 𝜔𝑛とおけば，ρ = ∞となることから，この時のωが「危険速度(𝜔𝑐)」となる。 

   以上より  

 

 

  となる。 

また，「ばね定数(k)」は、ロータを“両端支持（自由端）の単純はり”と考えると、

そのたわみ(ρ)は 

 

となり， 

          …(2) 

(1)式に(2)式を代入すると 

 

 

 

 

 

  となる。 

2.2 本届出による危険速度の変化要因 

前項より，本届出によるタービン取替にて危険速度が変化する要因は，「ロータ外径（d）」

と「質量（m）」と判断できる。 

 

k： ばね定数 

ρ： 軸のたわみ 

m：質量 

ε：  偏心 

ωn = √
𝑘

𝑚
 

ρ = ε ∙
(𝜔 𝜔𝑛)⁄ 2

1 − (𝜔 𝜔𝑛)⁄ 2 

𝜔𝑐 = √
𝑘

𝑚
 …（1） 

k =
𝑃

𝜌
=

48 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼

ℓ3
 

ωc = √
48 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼

𝑚 ∙ ℓ3
 

I ∶ 断面二次モーメント 
𝜋 ∙ 𝑑4

64
 

ωc = √
3 ∙ 𝐸 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑4

4 ∙ 𝑚 ∙ ℓ3
 

d ∶  ロータ外径 

E : 縦弾性係数 

P : 荷重 

ρ =
𝑃 ∙ ℓ3

48 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
 

G 

F 

ε 𝜌 

k𝜌 

遠心力 

弾性復元力 

＜記号の定義＞ 
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1. 概要 

  本資料は，添付書類「Ⅵ-6 蒸気タービンの基礎に関する説明書」における，Ｔ／Ｇ架台解析モ

デルへの荷重の入力方法についてまとめたものである。 

 

2. 解析モデルへの入力方法 

  添付書類「Ⅵ-6 蒸気タービンの基礎に関する説明書」の第3.1-1図「タービン発電機基礎 機器

荷重分布図」における各部の荷重は，解析モデルの梁要素に入力している。 
  機器自重，定格回転時荷重及び非常回転時荷重について，一部*を除き集中荷重として入力して

いる。 
  分布荷重，集中荷重の解析モデルへの入力方法を図1に示す。 
 
  注記＊：第3.1-1図のうち，  は分布荷重として入力。 
 
 

 
 

図 1 解析モデルへの入力方法 
 

 

 


